
亀沢地区地区計画の変更（案）の縦覧（意見書提出）に

ついて 
 
 
  １ 案の縦覧期間及び時間 
    平成２９年４月１７日（月）～５月１日（月） 

８時３０分～１７時１５分 
※土・日曜日、祝日を除く 

 
２ 案の縦覧場所 

    都市計画課（区役所９階） 
  

３ 対象 
    地区内にお住まいの方または案に利害関係のある方 
 

４ 意見書の提出について 
ア 書式は自由です。以下の内容をご記入下さい。 

      ①名称（亀沢地区地区計画とご記入ください） 
      ②住所 

③氏名もしくは団体名 
      ④電話番号 
      ⑤案に関する意見書 
    イ 提出先 
      〒１３０－８６４０ 
      墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号 
      墨田区都市計画部都市計画課 景観まちづくり担当（区役所９階） 
      （ＴＥＬ）０３－５６０８－６２６６ 
      （ＦＡＸ）０３－５６０８－６４０９ 
      ※郵送、ファックスまたは持参にて提出して下さい。 
    ウ 提出期限 
      平成２９年５月１日（月）必着 
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